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地方財政統制手段 としての地方交付税(1)
一 交 付税 に よ るナ シ ョナ ル ・マ ク シマ ム統 制 につ い て一

季 日
日 均

1は じめに一 問題の所在一

今日の地方財政の問題が,た だ財政悪化の問題ではなく,国 の地方財政に対

する支配と統制の問題であることは確かである。その際に,従 来の研究は,た

いてい補助金や地方交付税の構造的特徴を分析するにとどまっているので,補

助金の場合は,強 力な地方財政の統制手段であるということは認めながらも,

地方交付税の場合は,地 方財政統制機能 よりも財源保障機能をもっと高く評価

するようである。

それでは,国 の地方財政に対する統制の問題が十分に説明されるわけではな

いと思 う。なぜなら,地 方財政問題 を取 り上げる際に,地 方交付税の場合,地

方交付税それ 自体の構造を分析するにとどま り,地 方財政調整制度とを関連さ

せて把握 していないので,ま るで地力財政調整制度 とい う言葉が形式的 ・名 目

的な意味しか持 っていないような考えが一般的であると思われる。む しろ,地

方交付税は,地 方財政調整制度という実質的意味をもつ歴史的根拠の下で,そ

の制度の実行手段 として歴史 を通 じて変化されて くる過程での現在の制度であ

るから,地 方交付税 を分析する際には,も ちろん地方交付税の現象分析 も重要

であるけれ ども,も っと重要なのは,地 方交付税成立における国家意図やその

根拠である地方財政調整制度の成立史的本質 と関連 して把握 しないと,地 方財

政統制手段 としての地方交付税の意味が充分説明できなくなってしまうのであ

る。つま り,「 地方財政調整制度が どのような背景の下で創設され,改 正され

て きたかについて概観す ることは,現 在の地方交付税制度をより正しく理解し,

卜



地方財政統制手段としての地方交付税(1)(19)19

またその今後のあり方を考 えるうえで極めて有意義である。」D

なぜ,こ れが重要な焦点になるか,と い うことは,も ともと地方財政調整制

度 自体が権力の中央集中のための手段 として生成されたのであるから,そ の制

度の実行手段である現行の地方交付税が当然に地方財政の統制手段の余地を必

然的に持 ってお り.ま た現実的に,地 方交付税が補助金 と組み合わせて農村 と

都市を問わず全国をほぼ均等に地方財政統制 を最大化する手段 となっている根

本的な現実 をぬきにしては.今 日の地方財政統制の状況を十分に把握すること

ができないか らである。

したがって,本 稿は,地 方財政統制の手段 としての地方交付税 をより正確に

把握するためには,地 方交付税の成立の歴史的背景や現在の構造 を分析す ると

同時に,そ れに加えて.そ の根拠である地方財政調整制度 との関連の中で地方

交付税を考察する。それによって,こ の制度の実行手段である地方分与税か ら

平衡交付金に,そ して平衡交付金から地方交付税への変遷過程を検討する上,

特にシャウプ勧告に基づいて設けられた地方財政平衡交付金制度 とリッチ ウェ

イ声明の影響を受けて設けられた地方交付税制度 とを対比させ,地 方交付税の

国家権力か らの被統制性を強調 しながら,地 方交付税が現実的にナショナル ・

ミニマム保障より地方財政をナシ ョナル ・マクシマム統制す るところにもつと

その意義があるとい うことを究明する。

11地 方財政統制の強化手段への還元
一 地方分与税から平衡交付金,平 衡交付金から地方交付税へ一

ユ..地 方 分 与 税 に よ る中央 集権 的財 政 構 造 の確 立

日本 に お け る地 方 財 政 調 整 制 度 は,地 方 分 与 税 に よ って 中 央 集権 的 財 政 構 造

を一 気 に確 立 し,地 方 財 政 を 国家 の掌 握 下 に置 い た。 しか し,第2次 大 戦 後 の

民 主 化 政 策 の 一 環 と して 平 衡 交 付 金 制 度 の実 施 に よ っ て,地 方財 政 の 自主 化 を

成 し遂 げ た が,す ぐ地 方 交付 税 の 成 立 とそ の 変 質 に よ っ て再 び地 方 財 政 は よb

1)石 原信雄 「地方財政調整制度論」ぎょうせい,1984年,17ペ ージp
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精密に中央統制化におかれることになった。 したがって,こ の論文を前 ・後半

に分けて,前 半では,平 衡交付金を頂点にして以前の地方分与税 と以後の地方

交付税 によって,再 び中央集権的財政構造が確立してゆ く過程や背景,そ して

その中での国家意図を明 らかにしたい と思 う。つまり.地 方交付税の成立によ

って,地 方財政調整制度が再び地方財政統制手段として還元してゆ く過程 を分

析する。そ して後半では,こ の地方交付税が徐 々に変質 されながら今 日に至っ

ては地方財政統制を最大化する手段 として定着 して い るとい う事実を究明す

る。

まず,こ こでは地方分与税によって,地 方財政が一気に中央統制下に置かれ,

中央集権的財政構造が確立される背景や国家意図を検討 してみよう。

1936年農村財政の救済のため臨時町村財政補給金 とレて2000万 円を町村に交

付することによって日本の地方財政調整制度がはじまり,1937年 臨時地方財政

補給金 と改正し,交 付対象が市および道府県に拡大され,そ の総額は1億 円に,

そして1938年1億3000万 円,1939年1億8000万 円と漸次増額され た。こ れ は.

1937年 中華事変の戦時体制 ドの地方における財源の不足を補 うためであったが.

それでも地方財政の窮乏はますますひどくなり,さ らに1941年 の太平洋戦争へ

の戦時体制の移行のための地方財政の保障 と い う必要性があらわ れ,1940年

(昭和15年)国,地 方を通ず る税財政制度の大改正が行われ,.地 方分与税を成

立させることによって,従 来臨時的措置で施行されてきた地方財政調整制度が

本格的に恒久化されたのである。

この税制改革は,一 言でいえば,地 方税制度を著しく中央集権的に改革 した

が,こ の改革の強力なテコになったものが,地 方分与税であった。これを従前

の地方財政補給金制度と比較すれば,補 給金制度は全 く臨時的性質のものであ

って,当 年度限 りの財源であり,金 額 も最高1億8000万 円程度(1939年)で あ

った もの が,地 方分与税は恒久的な中央の 財源 と結 び付 い て4億5000万 円

(1943年)に も達した2》。

2)島 恭彦 「現代地方財政論」有斐 閣,1951年,ユ33ペ ージ。
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で は,な ぜ この改 革 が必 要 にな った の か,ま た こ のた め に,税 を ど う中 央 集

権fヒ した の か,そ して そ の改 革 の テ コ とな った地 方分 与 税 が どん な役 割 を果 た

し,そ の結 果 固 と地 方 の財 政 関 係 は ど う変 わ った の か を分 析 して 見 る と.地 方

分 与 税 の成 立 にお け る国 家 の意 図 と地 方 分 与 税 の実 体 が よ りは つ き りわ か る と

思 う。

ま ず.な ぜ この よ うな税 制 改 革 の必 要 が あ っ た の か は,こ の 改革 の 背後 にあ

る 当 時 の 財 政 状 況 をふ り返 一フて み な けれ ば な らな い。 第1に ,1940年 とい う年

は.日 華 事 変 の 真 最 中 で,し か も太 平 洋 戦 争 勃 発 を翌 年 に ひか え た年 で あ り,

ま さ に軍 事 費 を 中心 と して 国 家 財 政 は 膨 張 し,財 政 危 機 の状 態 に あ った 。 第2

に,重 化 学 工 業 を 中心 とす る経済 発 展 に と¥¥�A�ﾈ�ﾁて,� @�l�驪 ﾆ�ﾌ�� ≠ 竡 走 {�
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の 基 盤 であ る農 村 の 安 定 化 を 図 る。 第3に,国 地 方 全体 に わ た り,租 税上 の統

制権 を確 保 す る こと に よ って 財 政 資 源 のす べ て を 国家 の 掌握 下 に お き,一 朝有

事 の際 に財 政 資 源 の総 動 員体 制 を確 立 す る 。第4に,確 保 した税 財 源 を国 と地

方 お よ び地 方相 互 間(都 市 と農村)に 合理 的 に 配分 す る こ と。 第5に,以 上4

点 の そ れ ぞ れ の ね らい を 達成 す る結 び 目 と な り,税 制 改 革 全 体 の 扉 の 要 の 役 割

を した もの が地 方分 与.税制 度 だ とい う こ.とであ る5)。

以上 の よ うに,戦 争 の た め に税 収 を 国家 が独 占 し,地 方 分 与 税 と して地 方 団

体 に交 付 し なが ら財 政 の 中 央 統 制 体 制 を一 気 に確 立 した とい うこ とで あ る 。 と

い う以 上 の 分 析 を表1を 持 っ て証 明 し てみ よ う。

表11940年 税制改革 に ともな う地 方分与 税の成立 と

国 ・地方 にお ける戦争経費 の増加 との関係(単 位:百 万 円)

転
1939

1940

1941

1942

1943

1944

国家歳 出

9,021

10,448

16,543

24,406

38,001

93,366

国家戦争経費

6,156

6,814

11,422

16,209

25,451

73,496

地 方 歳 出

2,667

3,123

3,503

3,799

4,741

4232

地方戦争経費

200

340

1,864

地方分与税

180

277

320

452

572

668

(w料)国 家歳出,戦 争経費,地 方歳出は 「鈴木武雄現代日本財政史(上 巻)」,地方戦争経費は

藤田武夫 「日本地方財政の歴史と課題」,地方分与税は 「地方自治便覧(1967年 版)」より

作成。

まず 第1に,1940年 の税 制 改 革 に よ って,国 家歳 出 は 毎年 飛躍 的 に増 加 して

い る こ とが わか る。 つ ま り,国 家 歳 出 は1940年(104億)に 比べ,太 平 洋 戦 争

終 戦 前 年 の ↓944年(933億)に は9倍 増 加 した の に 反 して,こ の 期 間 にお け る

地 方歳 出 は わず か1.3倍 増 加 に過 ぎな か った 。 さ らに,こ の 国家 歳 出 の膨 張 は,

軍 事費 支 出 の飛 躍 的 増 加 と結 び付 い て い る こ とが わ か る。 つ 象 り,国 家 軍 事 費

は1940年68億 か ら1944年734億 で11倍 増 加 し,歳 出 の増 加 を は る か に超 え て お

り,こ の中 で国 家 歳 出 に お け る軍 事 費 の比 率 は毎 年70%前 後(1944年 は78.7

5)吉 岡健次,前 掲稿,8-9ペ ージq
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%)を 占 め て お り,国 家 経 費 膨 張 は もっぱ ら軍 事 費 の激 増 に よ る もの で あ る こ

とが わ か る。 とい うこ とは,1940年 の 税 制 改 革 は,確 か に戦 争 体 制 の た め に,

国税 の飛 躍 的増 加 に と もな う税 収 の 国 家 独 占の た め で あ った こ とが 明か で あ ろ

う。

第2は,地 方歳 出 の 停 滞 とい うこ とは,同 期 間 にお け る物 価 騰 貴 を考 慮 に入

れ るな らば、 地 方財 政 は 戦 時 中 に お い て 実 際 的 には 収 縮 した と いわ な けれ ば な

らな い。 に もか か わ らず,地 方 に お け る戦 争 関 係 経 費 は 毎 年 飛 躍 的 に増 加 して,

1944年 に は18億6400万 円 の 巨額 に な り,1940年 以 後 の4年 間 に5.5倍 増 加 し た。

つ ま り,同 期 間 の戦 争 関 係経 費 の増 加 額15億2000万 円は,こ の間 の地 方 歳 出増

加額11億9000万 円 を大 き く上 回 った 。 この よ うな地 方 歳 出(歳 入)の 停 滞 とい

う状 況 下 で,戦 争 関 係 経 費 の 飛 躍 的 増 加 に苦 しん で い る地 方 財 政 に地 方 分 与 税

の成 立 とそ の 額 の 増 加(同 期 間 に2.4倍 増 加)に よ って補 充 せ ざ る を得 な か っ

た こ とは い うま で もな い だ ろ う。 これ は,当 時 の 地 方 財 政 にお い て,直 接 支 出

した戦 費 の ほ か に,各 経 費 と も 「見 え ざ る戦 費」6)を 形 成 した ものが 多 か った

とい う こ とま で考 え るな らば,地 方 歳 出 の 大 部 分 が 戦 争 遂 行 に集 中 せ られ,そ

の 中 で地 方 分 与 税 も実 は戦 争 経 費 と して使 用 され た とい っ て も過 言 では な い だ

ろ う。 とい う こ とは,1940年 の 税 制 改 革 に と もな う地 方 分 与 税 の成 立 の狙 い は,

戦 時下 に お け る国家 財政 を補 足 し,そ の 下 請 的 役 割 を果 た す た め で あ ら た とい

え る だ ろ う。

した が って,い か に 当 時 の 地 方 自治 体 が,決 戦 態 勢 に向 か っ て突 進 した か を

知 る こ とが で き る。 この 時期 の 物価 騰 貴 を考 慮 す れ ば,戦 争 関 係 以 外 の地 方 の

.行 政,施 設 は大 幅 に圧 縮 さ れ,地 方 自治体 の 活 動 は 戦 争 目的 に集 中 す る こ とに

よ っ て,地 域 住 民 の生 活 の低 下 と地 方 経済 の 消 耗 に拍 車 を加 えた の で あ る7)。

こ の よ うに,「 戦 時 緊 急 の 国策 事 務 を遂 行 し,国 策 の 浸 透 を期 す る上 か ら も,

地 方 税 制 の改 革 が 緊 急 に要 請 され た」8)の で あ る。 そ の なか で 中 央 政 府 の 地 方

6)鈴 木武雄 「現代日本財政史(上 巻)」東京出版会,ユ4,22ペ ージ。

7)藤 田武夫,前 掲書,33-34ペ ージ。

8)昭 和財政史,地 方財政(XIV),230ペ ージ。
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財 政 支 配 は,完 全 とい って よい ほ どに強 ま り,地 方 財 政 もす べ て 軍 事 色 に塗 り

変 え られ て しま った。 こ う して,地 方 財 政 は,す べ て戦 争 の ため の もの と な り,

地 域 住 民 の手 か らま った く離 れ て しま った の で あ る9)。 結 局,戦 時下 の税 制 改

革 に と もな う地 方 分 与 税 制 度 の成 立 は,財 源 を 国家 が 独 占 し なが ら財 源 再 分 配

をつ う じて,地 方 財 政 の 中央 集 権 的 統 制 を一 挙 に強 化 した の が,こ の 制 度 で あ

った1①。 つ ま り,島 教 授 が述 べ た よ う に,地 方分 与 税 の 狙 い が そ もそ も地 方 財

政 を地 方 人 民 の要 求 か ら切 り離 して,中 央 財政 権 力 に これ を従 属 させ る戦 時 の

官 僚 主 義 的 中央 集 権 化 の一 環 で あ って,戦 時下 の 国 家 行 政 を地 方 団体 に転 嫁 し,

軍 事 的 官 僚 主 義 中央 集 権 化 を完 成 させ る地 方 支 配 の機 構 とし て成 立 し たの で あ

る11)。

つ ぎ は,こ の よ うな地 方 分 与 税 へ の 改革 に よ って 国 と地 方 の財 政 関 係 が ど う

変 わ っ た の か を検 討 す る必 要 が あ る と思 う。1943年 度 の 地 方 税 収 入 と 旧税 制 に

よ るユ939年 度 の地 方 税 収 入 を比 べ て み る と,国 に よ る地 方 財 政 の 隷 属 状 態 は次

の よ うに,税 制 改 革 の結 果,地 方税 に お け る中 央 集 権 化 は躍 進 し,財 政 自 治が

著 しい後 退 した こ とが わ か る。 つ ま り,国 庫 か らの 交 付 額 は,1939年 に地 方 財

政 補 給 金 と国税 付 加税 で48.4%で あ った も のが,1943年 には 分 与 税 と 国税 付 加

税 で84.8%に 達 した。 逆 に,地 方 税 の20%と い う大 きな比 重 を 占 めて いた 戸数

割 の廃 止 に よ り,市 町村 独 立税 は22.5%か ら8.0%に 縮 小 した12)。 これ は,結 局

85%の 税 収 入 を 国庫 に仰 い で い る とい う,地 方 財 政 の極 端 な隷 属 状 態 を示 して

い るの で あ る。 地 方財 政 の 自主 性 は 完 全 に 消 滅 し,地 方 行 政 は全 面 的 に国 家 の

統 制 下 に お かれ る こ とを物 語 って い る18)。

2,平 衡 交 付 金 に よ る地 方 財 政 の 自主 化

9)佐 藤進,高 橋誠 編 「地 方財政 読本」東 洋経 済新 報社,1987年 」88ペ ージ。

ユ0)藤 田安一 「高橋財政下 における游 方財政 の再編成①」経 済論叢,第143巻 第2・3号42ペ ー ジ。

1ユ)島 恭彦,前 掲 書,エ34,185ペ ー ジ。

12)保 母武彦 「地 方財政調整諭 の再検討」 現代地方財政の展開(吉 岡健次編著)税 務 経理協会,

1988年,ユ35ベ ージ。

13)島 恭彦,前 掲 書,134ペ ージ。
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地方分与税は,軍 事的官僚主義的中央集権化を完成する道具として機能 し,

それが戦後1948年 地方配付税に変更されて も,依 然 として官僚的中央集権化の

機能を果たしていた。 このような地方財政における国家統制のきびしい状況下

に1949年4月,連 合国最高司令官の招きに応 じて,ア メリカ合衆国 コロンビア

大学教授カール.S.シ ャウプ博士を団長 とす る シャウプ税制調査使節団が来

日した。使節団は来 日直後声明を発表 し,① 経済安定の達成,② 安定 した税制

の確立,③ 不公平税制の一掃,④ 税務行政改善の努力の促進 ⑤税法の厳格な

実施,⑥ 地方自治強化に対す る財政面からの支援 という6っ の目標を揚げた14)。

そして,⑥ の実行に当た り,当 時の日本の地方財政の弱点を,① 国,都 道府県,

市町村の間の事務配分,責 任分担の不必要な重複 と不明確,② 三者間の財源配

分の不適当と中央の地方財政統制の過大,③ 国庫補助金,交 付金に対する国の

独断的決定,④ 地方団体の起債権限の過度の制限といった4つ に求めた15)。こ

れに対 し,地 方自治の強化のための基本方針 として,① 地方財源の拡充強化,

②国庫か らの交付金の一方的決定の排除,③ 国,都 道府県,市 町村の間の徴税

とその行政責任の集中化,④ 財政平衡交付金の設置の4つ を揚げた1巳)。

ここでシャウプは,従 来地方 自治を侵害 してきた国庫補助金と地方配付税の

欠陥を平衡交付金によって除 こうとしたのである。つま り,シ ャウプ勧告は,

地方配付税の欠点として,次 の2点 を指摘 し,平 衡交付金への改正を勧告した

のである。まず第 ユ点ほ,地 方配付税の総額の決定が不合理であるという点で

ある。当時配付税の総額は,所 得税および法人税の一定割合 として決定 されて

いた。 しかし,こ の割合が国庫財政の都合で一方的に変更され ることがあった

り,ま た所得税,法 人税の税収が景気動向によって大 きく変動 したりするため,

14)中 村哲 也 「地 方 財 政 調 整 制 度 に関 す る一 考 察 」 松 山論 叢,第n号,56ペ ー ジ。 鈴 木 武 雄 「現 代

日本 と財 政 史(第3巻)」 東 京 大 学 出 版会,1987年,241ペ ー ジ。

15)ShoupMission,"ReportonJapaneseTaxationbyShoupMission,AppendixVo[ume

III"GeneralHeadqua【te【5,September1949,藤 田武 夫,前 掲 雷66ペ ー ジ。 中 村 哲 也,前 掲 稿,

56ペ ー ジ。

16)ShoupMission"Report①nJapaneseTaxationbyShoupMissionVolume工"General

Headquarters,Septe皿ber1949,PP.30-3ユ.中 村 哲 也,前 掲 稿,56ペ ー ジ。
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配 付税 の総 額 が 地 方 財 源 の補 填 と して 真 に必 要 な額 と一 致 す る保 障 が な い とい

う点 を 指 摘 した 。 第2点 は,各 団 体 に対 す る配 分 額 の決 定 が 不 合 理 で あ る とい

う点 で あ る。 当 時 配 付 税 は,道 都 府 県2分 の1市 町 村 に2分 の1と 等 分 さ れ て

い た が,こ の よ うな 配分 方 法 は便 宜 的 な も の にす ぎず,実 際 の財 源 援 助 の 必要

性 を正 確 に 反映 した もの でぽ ない と指 摘 し た。 また 各 団 体 に対 す る配 分 額 の決

定 方法 につ い て も,実 際 の 課 税 力 と財 政 需 要 と を反 映 しない 独 断 的 な面 が あ る

と指摘 しm.し た が って,今 日の この 問 題 は,中 央 政 府 の財 政 需 要,財 源 お よ

び 行政 上 の 便 宜 に よ る中 央 政 府 の 立 場 か ら眺 め られ て い るか ら,全 配 付 額 と配

付 方法 とを 地 方 団体 の 必 要 と財 源 とに よ りよ く応 じ て決 定 す るよ うに,地 方配

付 税 を 国 庫 の 一 般 資 金 か ら支 出 す る平 衡 交 付 金 に改 め る べ き で あ る18)と勧 告 し

た の で あ る。

以上 の よ うに,シ ャ ウ プ勧 告 の 基 本 方 針 は,何 よ り も国 の支 配 を減 じ,地 方

自治体 の独 立性 を増 す 必 要 が あ る とい うこ とを強 調 す る もの で あ った。 つ ま り,

中 央政 府 の 地 方 財政 に対 す る統 制 の過 大 さ を指 摘 し,日 本 の地 方 自治 の強 化 の

た め に は ま ず,財 政 上 の 地 方 自治 の確 立 が 先 決 課 題 で あ る と い う考 え で あ った

とい え るだ ろ う。 そ れ で 中央 集権 的 構 造 を持 っ てい る地 方 配 付 税 を廃 止 し,中

央 政府 の統 制 を排 除 しう る地 方 財 政 平 衡 交 付 金 の創 設 を主 張 した の で あ る。 だ

か ら こそ,こ の 平衡 交付 金制 度 の 特 徴 を一 言 で い えば,地 方 財 政 への 国家 権 力

の 浸透 や統 制 が極 め て難 しい とい う と こ ろ にあ る と い え るだ ろ うD

そ の理 由 の制 度的 根拠 と して は,第1に,総 額 決 定 に お い て,地 方 配 付 税 と

平 衡 交 付 金 とは ま っ た く違 うの で あ る 。 づ ま り前述 した よ う に,地 方 配 付 税 の

場 合 は,配 付 税 ぺ の 国庫 か らの繰 入額 は毎 年変 動 す る。 た と え繰 入 率 は 一 定 し

て いて も,配 付 税 の財 源 は所 得税 と法 人税 に結 び付 け られ て お り,こ の両 税 と

も経 済 の変 動 に きわ め て敏 感 だ か ら,地 方 団体 が実 際 に 受取 る額 は 最 後 ま でわ

か らな い。 特 に1949年 の よ うに,地 方 が配 付 税 の全 額 を 受 け取 る もの と して予

17)米 原淳七郎 「地方財政学」有斐閣,1987年,167ペ ージ。

工8)シ ャウプ使節団日本税制報告(抄)昭 和24年B月27臥 第2巻3編 付録 石原信雄,前 掲書.

45ページ。
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算を組んで も,中 央の政策によってそれが半減するという風に.配 付税は中央

の財政,政 治情勢によって変動し,地 方自治の財源 として全 く安定 しない。そ

の結果,地 方団体は中央の慈悲にすが るという隷属状態に陥 り,毎 年中央 に向

かって配付税獲得のための陳情運動を起 こさねばならない19)。これに対 して,

地方財政平衡交付金の総額は,地 方財政平衡交付金法6条1項 に,「 基準財政

需要額が基準財政収入額をこえると認められる地方団体の当該超過額の合算額

を基礎 として定める」とされ,い わゆる積上げ方式 によることが規定 されてい

る。つまり,交 付額は,財 政需要額や財政収入額を各 自治体が算出 した上,そ

の不足額を地方か らの積み上げ方式によって決定され るため,中 央政府の独断

的な決定を排除することができるということである。 これは従来の地方分与税

(配付税)が 中央政府の財政状況や立場によって決定 されたのに反 して,平 衡

交付金は,地 方 自治体の財政需要 と財源の状況 にしたがって地方自治体の立場

か ら額が決定され,地 方 自治体の立場が優先 となったのが根本的違いなのであ

る。

第2に,同 法第6条3項 は,「 内閣は,委 員会が勧告 した交付金の総額を変

更 して国の予算に計上 しようとするときは,あ らか じめ,委 員会の意見を求め

なければならない」 と規定 し,さ らに,同 条4項 に 「内閣は,委 員会が勧告 し

た交付金の総額又はその算定の基礎を変更 した場合においては,委 員会が勧告

した交付金の総額の算定の基礎,内 閣が決定 した交付金の総額に係 る歳出予算

.の基礎及びこれ らの基礎の比較について.そ の詳細を歳入歳出予算に附記 しな

.ければならない……(以 下略)」 と規定することによって,平 衡交付金の所 要

額の確保について強力な規定が置かれていた。つまり,平 衡交付金の決定や配

分あるいは国と自治体間の問題発生においては,地 方財政委員会に国 と対等な

立場で調整する権限が与 えられたため,国 の一方的な強制を排除す る制度的装

置があったとい うことが最:も重要なのである。

第3に,こ のような平衡交付金ば使途が指定されず,一 般財源 としての財源

ユ9)島恭彦,前掲書,143ページ。
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調 整 と財 源 保 障 の機 能 が 強 い ため,経 費 支 出 の面 や 事 務 に対 す る地方 政府 の裁

量 権 の 増 大 に よ り,中 央 権 力 の浸 透 の 幅が さ らに狭 くな る とい う こ とで あ る。.

第4に,平 衡 交 付 金 額 が 増 大 す る に つれ て,補 助 金 の整 理 効果 に よ る国 の財

政 統 制 が い っそ う弱 化 され る とい う こ とで あ る。 な ぜ な ら,国 家 の歳 入 が あ る

程 度 一 定 とす れ ぼ,平 衡 交 付 金 は 国庫 か ら交 付 され るた め,平 衡 交付 金 が 増大

す れ ぼ す るほ ど補 助 金 の 金 額 が制 約 を受 け る こ とに な って補 助金 ほ そ れ ほ ど少

な くな るの であ る。 つ ま り,シ ャ ウプ勧 告 に お け る平衡 交 付 金 は,各 地 方 自治

体 に合 理 的 な事 務 配 分 を お こな った上 で,住 民 一 人 一 人 に ナ シ'ヨナ ル ・ミニマ

ム を保 障 す る シ ステ ムで あ っ た。 した が って,地 方 自治 体 は,住 民 に 対 す るサ

ー ビス を基 準 財 政 需 要 額 と して計 算 す る と き,必 要 な公 共 サ ー ビス の 水準 を確

保 し,「 下 か ら積 み 上 げ る」 形 で,住 民 の欲 求 水 準 の 向上 に こた え よ う とす る。

した が って,こ の制 度 で は,地 域 住 民 の欲 求水 準 の上 昇 が基 準財 政需 要額 を引

き上 げ る な らぼ,国 は,地 方 自治 体 の基 準 財 政 収 入 額 が 一定 で あ る場 合,よ り

多 くの 平 衡 交 付 金 を租 税 の中 か らさ く可 能 性 を も って い た。 も っ と も,自 治体

側 の要 求 が つ よ くて も国 の税 収 に 限度 が あ れ ぼ,100パ ーセ ン ト実現 は む ず か

しい と して も,す くな く と も,地 方財 政 委 員会 で調 整 す る余 地 が あ り,こ の趣

旨 に添 うな らば,使 途 指 定 補 助 金 は徐 々 に 廃止 の方 向 へ む か うべ き もの で あ っ

たPO。

この 平 衡 交 付 金 に よ る補 助 金 の 削減 効果 の 関 係 を表2-1),表2-2)を もっ

て 証 明 して み よ う。

まず,第 一 に,1950年 平 衡 交 付 金 の成 立 に よ って,交 付金 は一 挙 に62%増 額

され た の に反 して,補 助 金 は17%増 額 に過 ぎな か った。 これ は平 衡交 付 金 制 度

が,地 方 財 政 不 足 額 全 額 を 国 が補 填 しな け れ ば な ら ない 仕組 み と な って い るか

ら,一 定 の 国家 財 政 にお い て は,補 助 金 の増 加 を抑 制す る しか ない とい うこ と

で あ る。 この こ とは1952年 を例 外 的 とすれ ぼ,平 衡 交付 金制 度 の 最:終 年 度 の

1953年 まで は続 けて 平 衡 交 付 金 の増 加 率 が 補 助 金 の増 加 率 をは るか に上 回 って

20)池 上惇 「地方財政論」同文館,1982年,102-103ペ ージ。
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表2-1平 衡交付金に よる補助金 の削減効果

平 衡 交 付.金 国 庫 補 助 金項 目

年度 額(百 万)
前年比増加率

(%)
額(百 万)

前年比増加 率
(%)

1949 66,687 35.2 98,400 24.9

1950 108,450 62.6 115,480 17.4

1951 120,005 10.7 126,128 9.2

1952 145,000 20.8 161,798 28.3

1953

130,000

(188,271)

一10 .3

(29,8)

238,409

うち,
義 務 教 育 費:54,000

児 童 保 護 費14,271

(180,138)

47.3

(11.3)

(資料)「 地 方財政 め状 況」名 年産 よ り作成

(注)1949年 度 は地方配付税 であ り,1953年 度 は政府 当初計画額で ある。 また()の 中の額

と%は,従 前 平衡交付金で あ..た 義稜教 育費 と児 童保 護費カミ1953年度か らは補助金 に振

り替 えられ たか ら,そ の金額 を補助金 か らひい て元 来 どお り平 衡交付金に加算 した もので

ある。

表2-2
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(注1)1952年 の場 合,例 外的 に平衡交付金 の増加率 よ り補助金の増加 率が高 いのは,

補助金 を伴 う政府補助事業の急増 と補助金 を伴 って いる行政 にか かる経 費の増 加

が前年度 よ り異例的 に著 しかった こ とによる,

(注2)表2-1よ り作成
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い る とい う こ と をみ れ ば わ か るの で あ る(表2-2,1952年 度 の場 合,平 衡 交 付

金 の増 加率 よ り補 助 金 の 増 加 率 が 高 か っ た の は,補 助 金 を と もな って い る政 府

補 助事 業や 補 助 金 を と も な う行 政 にか か る経 費 が 例 年 よ り異 常 的 に激 増 した か

らで あ る。 つ ま り,「1951年 度 が 異 常 な地 方 税 収 入 に よ って単 独 事 業 を豊 富 に

施 行 し えた の で あ るが,1952年 度 は 地 方 税 収 入 の伸 長 もな い ば か りか,人 件 費

増 加 が 著 しい た め 単 独 事 業 の施 行 の増 加 は お さ え られ,補 助 金 の 多 い補 助 事 業

の 増 加 が 著 しか った 」21)当 時,補 助 事 業 費 が393億 円増 加 した の に反 して,単

独 事業 費 の 増 加 は わ ず か24億 円 に過 ぎ な い。 これ は1952年 度 の地 方 団体 に お け

る公共 事 業 費 の 増 加 額269億5300万 円 の う ち,そ の 財 源 を補 助 金 の増 加 額194億

8400万 円 に よ って 賄 わ れ た こ とで わか る よ うに,1952年 度 に補 助 金 の増 加 率 が

高 か った の は,補 助 金 を と もな っ て い る事 業 や 行 政 費 が前 年 度 の1951年 よ り異

例 的 に激増 した とい う例 外 的 要 因 に起 因 して い る)。

しか し問 題 は,1953年 の場 合 で あ る。 表2-1で,実 際 の 国 の 当初 予 算 で 見 れ

ば,平 衡交 付 金 を10%減 額 した の に反 して,補 助 金 は お よそ47%増 額 した とみ

え るが,こ れ は 実 は1953年 か ら義 務 教 育 費 国庫 負担 制 度(2分 の1国 庫 負担)

の 復 活 に よ って,従 来 平 衡 交 付 金 の うち に算 入 され て い た義 務 教 育費 の2分 の

1の 相 当 額540億 円 と児 童保 護 費43億 円 が 国 庫 補 助 金 に振 り替 え られ,平 衡 交 付

金 制 度 が変 質 され た こ と に起 因 す る。 したが っ て,も し平 衡 交 付 金 制 度 を変 質

させ ず に,元 来 通 りに実 施 した とす る な らば,上 の二 つ の金 額 を補 助 金 か らひ

い て平 衡交 付 金 に加 算 して み る と.平 衡 交 付 金 と補 助 金 の増 加率 は逆 で あ る こ

とが わ か る。 つ ま り,平 衡 交 付 金 は10%の 減 少 で は な くて,実 は む しろ30%も

増 加 す る こ と に な るの に反 して,補 助 金 の場 合 は,47%の 増 加 で は な くて,む

し ろ11%の 増 加 に過 ぎ ない とい う結 果 とな るか ら,や は り平 衡 交 付 金 の増 加率

が 補 助 金 の増 加 率 を大 き く上 回 って い る こ とが わ か る の で あ る。.

第2は,1949年 の 地 方 配付 税下 では,補 助 金 の金 額 が 配 付 税 の金 額 を大 き く

上 回 って い るが,そ れ が 平衡 交付 金 の 実 施 に よ って,そ の 金 額 の差 が 徐 々 に縮

21)自 治庁 「地方財政の状況」昭和29年版,22ペ ージ。
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小 され,1953年 に平 衡交 付 金 制 度 が 変 質 され な か っ た とす るな らば,わ ず か4

年 の間,そ の金 額 は 逆転 され る こ と と な る の で あ る。 つ ま り,同 期 間 の 間,平

衡 交 付 金 の増 加 額1216億 円 は,補 助 金 の増 加 額817億 円 をは るか に上 回 っ て い

る。 だ か ら平 衡 交 付 金制 度 が1954年 地 方交 付税 に改 悪 され る前 の1953年 ま で元

来 通 り実 施 され た とす るな らば,補 助 金 は 強 く制約 を うけ て.一 般 財 源 で あ る

平 衡 交 付 金 の金 額 が 補 助 金 の金 額 を は じめ て超 え る とい う結 果 と な るの が わ か

り,ま た これ は 平 衡 交 付 金 制 度 が1954年 地 方交 付税 に改 悪 され る前 の1953年 に

す でに 実 質 的 に 変 質 され てい た とい う こ と もわ か るの で あ る、

以上 で明 らか にな った よ うに,平 衡 交 付 金 制 度 下 では,要 す るに,補 助 金 の

削 減 の 傾 向 に と もな って,地 方 自治 体 の歳 入 中,一 般 財 源 の比 重 増 加 を も期 待

す る こ とが で き るの で あ る。 この よ うな平 衡 交 付 金 制 度 の核 心 は,い うま で も

な く,中 央 政府 の きび しい統 制 を受 け る こ とな く,地 方 自治 体 が 強 力 な財 政 基

盤 の上 で,住 民 ニー ズ に した が って独 自的 事 務 が 可 能 で あ る とい う こ とで あ ろ

う。

とこ ろが,平 衡 交 付 金 制度 は地 方財 源保 障制 度 と して は 画 期 的 な もので あ っ

た が,実 際 の運 営 に お い て は,総 額 の 決定 をめ ぐ り毎年 国 と地 方 との 間 で 対 立

が み られ た 。 地 方 財 政 平 衡 交 付 金 法 の一 部 を改 正す る法 律提 案説 明(第19回 国

会 衆 議 院 地 方 財 政 委 員 会 昭 和29年3月10日)で,当 時 の塚 田 国務 大 臣 は 「毎年

度 そ の 総 額 の決 定 を め ぐ って 国 と地 方 団体 との 間 に 争 い が絶 えず … …」22>と,

平 衡交 付 金 の 問 題 点 を指 摘 し てい る。 それ は,当 時 の ドッジ ・ラ イ ンに よ り十

分 な財 源 が 与 え られ なか った こ と に起 因 し28),地 方 自治 体 が 要 求 す る総 額 が確

保 され な か った 点 に あ るが,と に か く,総 額 の 決 定 にお いて 地 方 財 政 委 員 会 と

大 蔵 省 の意 見 が ご と ご とに対 立 し,毎 年 度 の 国 の予 算編 成 上 の最 大 の 争 点 とな

っ て,当 時,全 国 の知 事 代糞 が,地 方 財政 平衡 交 付 金 の 増 額 を要 求 し て,首 相

22)石 原信雄♪前掲書,64ペ ージ。

23)藤 田武夫 「現代 日本地 方財政史(上 巻)一 現代地方財政 の基 本構 造の形成一J日 本評論社,

1976年,304ペ ージ。
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官邸前に座 り込むという険悪な状況が続いた24㌔ ということは,あ る面ではそ

れほど地方 自治体が,国 と対等な法的地位 を持ち,地 方の要求を主張すること

ができる窓口があったという重要な証拠であろう。

このように若丁の問題点ぽあったとして も 平衡交付金制度下では,シ ャウ

プ勧告のその他の独立税主義,事 務分担の明確性,補 助金削減などと合わせて.

可能の限 り国の統制のない民主的地方 自治のための充分な条件を備え.地 方自

治への国家権力の浸透や統制は法的にも,実 際的にも極めて難しいということ

は確かであろう。 しかしなが ら,こ の制度は実施した時点で官僚的中央集権の

強化という嵐の過程の中で変質されながら,わ ずか4年 で門を閉 じたのである。

その重要な理由は}地 方財政の強化による国家統制の排除が核心であるシャウ

ープ平衡交付金制度にしては,地 方財政を統制 しながら,そ れか らの高度経済

成長の実現のための強力な中央集権的財政構造の確立による国家政策の地方へ

の強圧的押 し付けができないからであった。

工

一
ノ酢

芒

言
睾

3.交 付税の成立による中央統制体制への再構築

平衡交付金か ら地方交付税に改悪された主な原因は,も ちろん平衡交付金の

総額の決定方式の問題によって国 と地方との争いが激 しかったということもあ

ったが,そ れよりもっと重要な原因は,朝 鮮戦争など当時の国際清勢 を反映し

た リッチウェイ声明による米国の占領政策の変化の一環 として,強 力な中央集

権的財政構造への再編成のためであった、 この 「リヅチウニイ声明」25)は,日

本の地方財政に非常に悪影響を及ぼしたのである。当時,中 国共産革命,朝 鮮

戦争によって資本主義体制の危機に直面 した米国が,日 本を確固たる軍事基地

化するために,日 本を強力な中央集権体制下に置こうと占領政策 を変 えたので

ある。その際,先 決の課題が,地 方自治体の財政運営に規制 を加えなが ら地方

に国の政策の貫徹を図 り,国 家独占資本主義の下の地方財政統制体制を整備す

量

〔

24)石 原信 雄,前 掲 害.54ペ ー ジ。

25)池 上 惇,前 掲 書,14ペ ー ジ参 照 。
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る こ と であ って,こ れ が 平 衡 交 付 金 を交 付 税 に 改悪 した 重要 な原 因 で あ った の

で あ る。

この よ うな背 景 下 に,平 衡 交 付 金 制 度 は,実 施 か ら廃 止 ま で の期 間 は4年 で

あ った が,実 は3年 も運 営 され なか った とい って も よい だ ろ う。 なぜ な ら.平

衡 交 付 金 が1950年6月 か ら実 施 され た が,1951年5月 の リジチ ウ ェイ 声 明 に よ

って,早 く も地 方 交 付 税 制 度 を準 備 しなが ら,徐 々 に歪 曲 させ て きた か らで あ

る。例 えば,1952年8月 自治 庁 の 設 置 に よ り,地 方 団体 の要 求 の 実現 の た め に

努 力 しつ づ け て きた 地 方 財 政 委 員 会 が 廃 止 され た。 さ らに前 述 した通 り,1953

年 か ら従 前 平衡 交付'金に よ っ て賄 われ た義 務 教 育費 の半 額 が 国庫 負担 金 に 復活

した の で あ る。

つ ま り,1950年 地 方分 与税 か ら平 衡 交 付 金 へ の改 革 に際 して,従 前 の義 務教

育 費 の 国庫 負担 制 度 は廃 止 され,平 衡 交 付 金 制 度 に よ って,義 務 教 育 費 の 財源

を保 障 す る こ と とな った 。 これ は 政 府 が 負 担 金 とい う形 の紐 付 きの金 を地 方 団

体 に交 付 し な くと も,そ の 財 源 を与 え さ えず れ ば,円 滑 な運 営 を確 保 す る こ と

が で き るの み な らず,地 方 団 体 の 自主 性 を生 か し,地 方 自治 ρ 振 興 に役 立 つ と

考 え られ た か らで あ った26)。 しか し1953年 それ が復 活 す る こ とに よ って,そ の

復 活分 だ け 平衡 交付 金 が 削減 され た た め,そ の 財 政 調 整 機 能 は弱 め・られ た 。 し

た が って,地 方 財政 委 員 会 の 廃 止 と義 務 教 育 費 国庫 負 担 金 制 度 の復 活 な ど,平

衡 交付 金制 度 が 変質 され,地 方 自治 や 地 方 財 政 の 自主 性 は大 幅 に 弱 め られ た の

で あ る 。

この 平衡 交付 金制 度 の 歪 曲 過程 と地 方 交 付 税 の成 立 過 程 の 正 確 な検 討 は,地

方 交 付 税 の成 立 の 国 家 的 意 図 を把 握 す る上 に重 要 で あ る と思 う。 この過 程 を図

1に した が って 検討 して み よ う。

まず シ ャ ウプ 勧告 の理 念 を 発展 させ るた めに,地 方 行 政 調 査 委 員 会 議 は,

1950年10月,国 庫補 助金 制度 等 の 改 正 に関 す る勧 告 を 行 い,ま た 同年12月 には,

行 政 事 務再 配 分 に 関 す る第一 次 勧 告 を,そ して 第二 次 勧 告 を1951年9月 に行 っ

26)自 治庁 「地方財政の状況」昭和28年版,42ペ ージ。
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た 。 そ の 間 に,リ ヅチ ウ ェイ声 明 に も とづ い て設 け られ た政 令 諮 問 委 員 会 は 行

政 制 度 の 改 革 に関 す る答 申 を 同時 期 の1951年8月 に行 った。

前 者 の 地 方 行 政 調 査 委 員 会 議 の勧 告 は,シ ャ ウプ勧 告 を具 体 化 す るた め に,

地 方 税 の 強 化 に よ る独 立 税 主 義 を貫 き,機 関 委 任 事 務 や補 助事 務 に と もな う補

助 金 制 度 の 全 面 的 廃 止 を主 とす る地 方 自治 ・地 方 財 政 の強 化 を主 張 した 。 神 戸

勧 告 とい わ れ る この勧 告 は,行 政 事 務 再 配 分 の基 本 方針 と して,「 地 方 自治 の

た め にそ れ ぞ れ の 事 務 は,適 当 な最 低 段 階 の行 政 機 関 に与 え られ るで あ ろ う。

市 町 村 の 適 当 に遂 行 で き る事 務 は,都 道 府 県 は 国 に与 え られ ない とい う意 味 で,

市 町 村 には 第 一 の優 先 権 が 与 え られ るで あ ろ う。 第 二 に は,都 道 府 県 に優 先権

が 与 え られ,中 央 政 府 は,地 方 の指 揮 下 で は有 効 に処 理 で き ない 事 務 だ け を引

き受 け る こ とに な る で あ ろ う。」27》と し,こ の原 則 か ら国 の事 務 とすべ き も の

は,① 国 の 存 立 のた め に直 接 必 要 な事 務 ② 国家 的総 合 企 画 に よ る事 務,③ 府

県 の 区 域 を こえ る事 務 で,府 県 に お い て は有 効 に処 理 で きな い 事 務,④ 国 家 的

見 地 か ら統 制 し な けれ ば な らな い事 務,⑤ 権 力的 作 用 を伴 わ ない 国 民 に便 利 を

提 供 す るた め の 施 設 で,地 方 自治 と国 が重 複 して行 う場 合 に お い て も,国 は 地

方 公 共 団 体 の 創 意 を損 しな い よ うにす べ きで あ る と した。 つ ま り,国 の 行 政 事

務 は,「 地 方 公 共 団 体 にお い ては 有 効 に処 理 で きな い事 務 だ け を行 う こ と とす

べ きで あ る。」25)と い った 提 唱 を行 い,具 体 的 に,外 交,貨 幣,国 家 財政,司

法,郵 便,貿 易,食 糧 管 理 な ど29個 の項 目に限 定 して い る。

そ して,こ の よ うな国 と地 方 自治 体 との事 務 再 配 分 に よ る責 任 の 明確 化 の原

則 下 に,新 しい 国 と地 方 自治 体 の関 係 の確 立 を 目指 し,① 地 方 自治体 の 責任 と

され た 事 務 につ い ては,自 治 体 自 らの財 源 で賄 い,国 家 の後 見 的 配慮 を排 除 す

る とと もに国 の監 督 権 を排 除 す る,② 地 方 自治体 の事 務 と され た もの であ って

も,国 民 的 関 心 の対 象 とな っ て い る もの に は,国 が情 報 を公 開 し,援 助,勧 告

を与 え る こ とが で き,最 低 水 準 の確 保 を図 る場 合 もあ るが,但 し,こ の機 能 は

27)地 方財政調査委員会 「地方行政調査委員会議資料」1952年2月,4ペ ージ。

28),29)同 上,5-7ペ ージ。
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サービスであって,権 力的な監督であってはならない,③ 国の委任事務は.必

要やむを得ない最小限度にとどめ,地 方自治体が国の代行機関としての働 く範

囲を極力縮小すべ きである29⊃と勧告 したのである。

このように神戸勧告は,国 の地方財政に対す る統制 を排除する主張に反して,

後者の政令諮問委員会の答申は,い わゆる 「民主化のゆきすぎ」 を是正する方

向で.戦 争犯罪人の追放解除,独 禁法による財閥復活阻止の制度を緩和 し,日

本の財閥の復活 をみとめること,労 働法において労働者に保障された権利 を一

部制限 し,再 軍備の障害 となる日本の労働運動に規制を加えること,な どと並

んで行政制度(地 方制度 を含む)の 改革問題をとりあげたのである807。その中

で,地 方行 ・財政に関しては,機 関委任事務にたいする国の財源措置と主務大

臣の指揮監督権の確立,法 令による事務の違法不当な行政にたいする国の是正

権 を認 めて、中央集権化の推進を答申した。また,地 方財政委員会や全国選挙

委員会の地方自治庁への統合を唱え,さ らに,道 府県教育委員会の公選制廃止

を提案したB1)。このように,政 令諮問委員会の答申は,地 方行 ・財政の中央集

権化の推i進を主張す る立場であって,神 戸勧告 とは正反対の立場であった。

この過程の中で,リ ッチウェイ声明や朝鮮戦争勃発により,ア メリカの対 日

政策は,神 戸勧告が出された時にはすでに日本軍事基地化に急転換 していたた

め,民 主化政策は後退され,神 戸勧告 も政府や国会からは無視され た の で あ

る32)。その代わ りに,後 者の政令諮問委員会の答申の実現のため,中 央政府は

1951年9月 また行政簡素化本部を設け,地 方自治や地方財政の強化よ り中央集

権の強化を求め,1954年5月 平衡交付金制度を廃止 し,地 方交付税に改悪 した

のである。 この意味を端的にいえば,平 衡交付金の下では中央集権ができず,

地方交付税の下では中央集権の強化ができるということであろう.こ のような

根拠下に出発 した地方交付税が地方財政統制手段となることは当然のことであ

30)池 上惇,前 掲 書,ユ4ペ ー ジ。

3ユ)藤 田武夫 「日本地方財政の歴史 と課題」 同文館,1987年,89ペ ー ジ。

32)藤 田武夫 「日本 の地方財政一戦後 の動 向 と財政調整一」法律文化社,1959年,129-132ペ ージ。

中村哲也 前掲稿,59ペ ー.ジ。
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図1平 衡 交 付 金 の歪 曲過 程 と地 方 交 付 税 の成 立 過 程
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る。 こ の神 戸勧 告 が 無視 され た こ とは 今 日の 地 方 財 政 の 統 制 に拍 車 を加 え る大

き な影 響 を 及ぼ した の で あ る。

と こ ろで,当 時 の 塚 田 国 務 大 臣 の地 方 交 付 税 の導 入 の 背 景 の説 明 は,地 方 自

治 体 を ごま か す 一面 を表 して い る。 地 方 交 付 税 は,「 地 方財 政 平 衡 交 付金 制 度

の 長所 に,旧 地 方 配 付 税 の長 所 を取 り入 れ,両 者 の調 和 を は か ろ う とす る もの

に ほ か な らない 。」39}と 述 べ た。 い った 通 り,地 方 交 付税 が 両制 度 の 長所 を取

り入 れ た こ とは ま ち がい ない と思 う。 しか し,こ の 際 の 長所 とい うもの は,地

方 自治 体 の た.めの長 所 とい う意 味 で あ るは ず な の に,実 は弓 田 に対 す る長 所 で

あ った の で あ る。 つ ま り,旧 地 方 配付 税制 度 は,前 述 で 明 らか に な った よ うに,

戦 時 体 制 の た め の税 収 の 中央 集権 に よ る中 央 集 権化 が進 んだ とい うのが 長 所 で

あれ ぼ(地 方 自治 体 に と って は 弱 点),平 衡 交 付 金 制 度 は,総 額 決 定 の積 み 上

33)石 原信雄,前 掲書,73ペ ージ。
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げ方式や地方財政委員会の存在による一方的な国家統制 を排除するとい うのが

最大の長所(国 にとっては弱点)で あろう。だから,旧 地方配付税制度の中火

集権化の長所はそのまま受け継ぎなが らも,平 衡交付金制度の場合は,国 にお

いての弱点 を取 り除いたとい う意味で,ま さに国だけの長所を取 り入れたとい

ってもよいだろう。

このような背景下 に成立された地方交付税は,地 方への国家権力の浸透や統

制の面で,平 衡交付金とは根本的な構造的弱さを持っている。その根本的な違

いは.第1は,国 と地方自治体との協議機関がないということである。平衡交

付金の場合は,地 方財政委員会と国家が対等な立場 で協議することができたが,i

この地方交付税の下では,地 方財政委員会めような機関がないところか,上 記

の政令諮問委員会の答申に基づいて地方財政委員会を廃止 し,む しろ自治省を

設立させ,も う一つの国家権i力機関を作った結果となった。それで地方自治体

の行 ・財政の事務を国家の手に掌握し,国 家.が自由に利用できるようになった

のである。第2は,第1と 関連して,平 衡交付金の場合は、交付される金額全

部が一般財源であるが,し か し,地 方交付税の場合は,金 額の量は決められて

いて も現実的にはその金額の質,つ まり,交 付 され る金額は全部 自由に使用で

きる一般財源としての意味は喪失されてい る実情である。また交付税 を各 自治

体への配分するに当たって,各 自治体にどれ くらい配分するかは,自 治省の一

方的な決定 に依存しているか らである。

これについて池上教授は次のように指摘 している。国から交付 され る金額に

対 して,「 使途が指定されていて も,使 途が中央政府 と自治体対等の協議で決

定 されたのであれば.特 に問題はおこらない。地方財政委員会のような協議機

関がなく,中 央政府の官僚機構が手許に支配 している租税を中央政府の独 自の

目的にしたがって地方 自治体に中央政府の業務の下請をさせる形で,一:方 的に

配分する場合には,使 途指定補助金や交付金は,中 央政府による地方 自治体の

財政統制のもっとも強力な手段に転化す る。 このような事態の典型は 日本の補

助金制度や交付税制度がシャウプ税制下で確立された平衡交付金制度を空洞化
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して ゆ く過 程 で み られ る。」8の

した が って,地 方 交 付 税下 では,国 が交 付 税 を任 意 的 に運 用 して も,地 方 政

府 が,そ れ を制 限 す る制 度 的 装 置 は全 くな い とい う と こ ろに 国 家 か らの 被 統 制

性 が 強 す ぎ る とい う根 拠 が あ る。 要 す るに,政 令 諮 問 委 員 会 が 政 府 内部 につ く

られ,平 衡 交 付 金 か ら地 方交 付 税 へ の 改 悪 に よ って,新 しい 中 央 集 権 体 系 の確

立 と昭 和30年 代 に は じま る高 度 経済 成 長 の た め の 国 内体 系 の整 備 を しな が ら,

さ らに徐 々 に地 方交 付税 をそ の 方 向 に変 質 させ,地 方 財 政 に統 制 を 加 え な が ら

再 び 中央 集 権 体 制 の強 化 を確 立 した の で あ る。

次 号 に は,こ の よ う な背 景 下 に成 立 され た地 方 交 付税 が,ぎ ら に変 質 され,

現 実 的 に地 方 財 政 統 制 を最 大 化(ナ シ ョナ ル ・マ ク シマ ム統 制)す る手 段 とな

っ てい る とい う事 実 を究 明す る。

3の 池 上 惇,前 掲 書,102ペ ー ジ。


